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第 1 部 はじめに 

１. 計画の概要 

(1) 第６次総合計画策定の趣旨 

本市は昭和 46（1971）年 11 月に『門真市総合計画』を策定し、時代の変化に伴う市民

ニーズや課題に対応するため、５次にわたり計画の見直しを行い、まちづくりを推進して

きました。 

平成 22（2010）年３月に策定した『門真市第５次総合計画』では、本市の将来像を「人・

まち“元気”体感都市 門真」とし、自律的・持続的に発展することができるよう、市民

と市役所との協働によるまちづくりの取組を進め、平成 25（2013）年には、門真市の自治

の最高規範性を有するものとして、市民みんなが共有すべき門真市自治基本条例を制定し

ました。 

この間、人口減少社会の到来、未曽有の超高齢社会への突入、大規模な地震やゲリラ豪

雨などの自然災害への不安の高まりなど、市役所に求められる役割は大きく変化していま

す。 

これら社会情勢の変化に的確に適応し、10 年、20 年先を見据えた、誇りと愛着が持て

るまちづくりに向け、新たな指針となる『門真市第６次総合計画』(以下、「本計画」とい

う。)を策定しました。 

策定にあたっては、公募市民が主体となって議論する「市民会議」や「事業者・地域団

体アンケート」からの意見をもとに市民の実感や現状の課題を把握し、市民委員も含む「門

真市総合計画審議会」を通じた意見も本計画に反映しています。 

さらに、基本構想については、門真市議会の議決を経るなど、市民や事業者、市議会、

そして市役所みんなで策定に取り組みました。 

また、平成 27（2015）年 10 月に策定した『門真市まち・ひと・しごと創生総合戦略』

の考え方を取り入れ、地方創生の趣旨や内容を包含した総合計画となっています。 
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(2) 計画の構成・期間 

本計画は、総合的かつ計画的な市政の運営を図るため、まちづくりや施策推進の方向性

を示す市の最上位計画であり、「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」の３階層で構成し

ています。 

  

まちづくりの展望や方向性、
基本目標など

施策の体系や方針

めざすべき指標など

基本計画を実現するため
の具体的な事業

計画期間：10 年間 

令和２(2020)年度から 

令和 11(2029)年度まで 

計画期間：10 年間 

令和２(2020)年度から 

令和 11(2029)年度まで 

※諸情勢の変化等を考慮し、必要に 
応じて見直し 

計画期間：３年間 

令和２(2020)年度から 

毎年作成 

(ローリング方式による見直し) 
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基本構想とは 

基本構想は、計画期間を令和２（2020）年度から令和 11（2029）年度までとした将来を

展望し、まちづくりの基本的な方向性を明らかにするものです。 

 

基本計画とは 

基本計画は、計画期間を令和２（2020）年度から令和 11（2029）年度までの 10 年間と

し、基本構想に示す本市の将来像の実現に向け、各分野の施策の方針、めざすべき指標な

どを総合的かつ体系的に明らかにするものです。 

また、諸情勢の変化や市長任期を考慮し、必要に応じて見直しを行います。  

 

実施計画とは 

実施計画は、基本計画における諸施策の効果的な実施のための指針であり、その基礎と

なる具体的な事業を定めるものです。計画期間を３年間とし、１年ごとに財政的な裏付け

をもった見直し（ローリング方式）を行います。 
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(3) 門真市の概要 

① 門真市の歴史と成り立ち 
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② 門真市の地理的特徴 

本市は、大阪府の北東部に位置し、周囲は大阪市・守口市・寝屋川市・大東市と隣接し

ています。 

東西約 4.9km、南北約 4.3km、面積約 12.30 ㎢と市域が比較的小さくまとまり、大きな

起伏が無く、平坦な地形であることが本市の特徴です。 

このため、高齢者、障がいのある人などにとっても暮らしやすく、市内や市の周辺に行

く場合も、車を利用せずに、徒歩や自転車、公共交通機関を利用することにより、便利で

快適に暮らせるまちをつくることができます。 
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③ 門真市の魅力 

 
市内には京阪電車の西三荘、門真市、古川橋、大和田、萱島の各駅、地下鉄長堀鶴見緑

地線の門真南駅、大阪モノレール門真市駅と７つの駅があり、主要道路には、京阪バス・

近鉄バスによる路線バス網が整備されています。 

また、幹線道路網として、市内の中央部を国道 163 号が東西に横断、西部を府道大阪中

央環状線や近畿自動車道が縦断、南部地域中央を第二京阪道路が通っています。 

このように、本市は大阪市に隣接するだけでなく京都への利便性も高く、これらの交通

網は本市の暮らしや産業の発展に大きな役割を果たしています。 

さらに、阪神高速淀川左岸線の延伸、大阪モノレールの延伸も決定しており、今後、更

に交通利便性が向上します。 

 

 
 

 
近代工業化前の本市では、農村の余剰労働に依存する農村工業、特に戦前の大阪周辺の

代表的工業であった綿工業が発達していました。その後本市の近代工業の起点となった現

関西電力古川橋変電所が建設されるとともに、松下電器製作所（現パナソニック㈱）をは

じめ、数多くの企業が移転してきたことが、今日の本市製造業の礎を築きました。 

本市はこのように、現在も世界のトップ企業として躍進を続ける大手電機メーカーの企

業城下町として発展してきた背景から、卓越した技術を持つ中小企業が数多く立地してお

り、ものづくり産業が盛んなまちであり、第二次産業就業者の比率が高くなっています。 

① 抜群に優れた交通利便性 

門真市の広域アクセスイメージ 

② 確かな技術力のあるものづくり産業 
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第二次産業就業者比率 

 
（出典）総務省・経済産業省「令和 3 年経済センサス活動調査」 

 
市民会議では、本市のイメージを「人や地域が温かく活気がある」「人情があふれる」「団

結力がある」など、「人の魅力」に関する意見が多く上がりました。 

平成 30（2018）年度市民幸福実感に関する意識調査によると 76.2％の市民が「人と人との

支え合いが実感できる」と回答されました。 

また、子どもの見守り活動をはじめとして地域の様々な取組において、多くの市民が熱心

に活動されるなど「おたがいさま」「おせっかい」といった助け合いの気持ちが地域に根強く

ある、人の温かさが残るまちです。 

 
本市には、「大阪みどりの百選」にも選ばれている「三ツ島の薫蓋クス」や「砂子水路

の桜」などの自然の名所があります。 

薫蓋クスは、三島神社境内にある国指定天然記念物のクスノキで樹齢 1000 年とも言わ

れています。 

また、500ｍある砂子水路の両岸には、約 200 本のソメイヨシノが植えられ、桜の満開

期には美しい桜のトンネルが人々を魅了しています。 

また、本市には、「伝茨田堤」や「願得寺」など歴史的な文化財もあります。 

茨田堤は、古事記・日本書紀に記述があることから、記録に残る日本最古の堤防とされ、

５世紀頃に築かれたようです。宮野町の堤防の跡は現在地上に残る唯一の「茨田堤」跡と

推定され、大阪府の史跡「伝茨田堤」に指定されています。 

願得寺は、真宗大谷派の寺院で、遺構の多くは 17 世紀につくられ、国の登録有形文化

財や大阪府の指定有形文化財に指定されています。本堂の南側には墓地があり、第 44 代

総理大臣・幣原喜重郎を輩出した幣原家の累代の墓があります。 

さらには、平成 30（2018）年には、パナソニックミュージアムが開館し、名誉市民であ

る松下幸之助氏の経営観や人生観、パナソニックの歴史を知る新たな名所となっています。 

③ 人の温かさ残るまち 

④ 名所・見どころ 
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第 2 部 基本構想 

１. 門真市の現状と時代の潮流 

(1) 人口減少時代への突入 

 

日本の人口は、平成 20（2008）年をピークとして減少局面に入り、世界で例のない速度

で少子高齢化が進むと同時に、東京への一極集中により、都市の人口構造が大きく変わる

ことが見込まれています。 

本市の人口は、昭和30年代から40年代の高度経済成長期にかけて急激に増加しました。 

平成２（1990）年以降は緩やかな減少傾向にあり、平成 27（2015）年国勢調査の結果で

は、平成 22（2010）年時点から約 6,700 人減と大幅な減少となりましたが、令和２（2020）

年国勢調査の結果では、平成 27（2015）年時点から約 3,800 人減と減少幅は小さくなって

います。 

 

 

本市の人口減少の特徴として、転出数が転入数を上回る社会減が要因となっていました

が、平成 21（2009）年以降は、死亡数が出生数を上回り、社会減に加え自然減も要因とな

っています。 

特に、０～９歳の子どもと 25～34 歳の親世代の転出が多く、結婚や出産、家の購入な

どのライフステージが想定される年代で転出超過が顕著に表れています。 

門真市の人口の推移 

 

（出典）住民基本台帳 

14,367 17,313 

32,471 

136,923 138,881 
143,287 

138,499 

130,658 

120,701 

2,462 3,723 
8,054 
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57,426 
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（平成12）

2010
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（令和2）

（世帯数）(人)

(年)

総人口

世帯数

日本全体が人口減少局面に 門真市も減少の傾向が続く 

門真市の人口減少の要因は、これまでの社会減に加えて自然減も 
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自然動態の推移 

 
（出典）住民基本台帳 

 

社会動態の推移 

 
（出典）住民基本台帳 

 
  

1,022 959 909 841 815 763 

690 
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1,069 1,157 1,212 
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(人)
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平成29

（2017）

令和元

（2019）

令和3

（2021）

令和5

（2023）

(人)

(年)転入 転出 増減

死亡数と出生数の差が加速 

平成 21(2009)年以降は出生数と死亡数が逆転。その差が拡大しています。 

転入超過に転じる 

転出数が転入数を上回る転出超過が続いていましたが、令和５（2023）

年には転入超過に転じています。 
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年齢区分別の転入超過・転出超過の状況 

 

（出典）総務省「住民基本台帳に基づく都道府県及び市区町村別詳細分析表（令和５年度実績）」 

 

 

少子高齢社会の進展や、子育て世代の流出により、生産年齢人口の割合が減少し、高齢

者人口の割合の増加が進むと、市税等の収入の減少や社会保障費用など支出の増加、労働

力や消費の縮小による地域経済の衰退が懸念されます。 

こうした人口減少社会において、将来にわたり必要な住民サービスを維持していくため

には、若い世代や子育て世代の定住を促進し、バランスのとれた年齢構成を実現していく

必要があります。 

 
（出典）総務省「国勢調査（令和２年）」 
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人口減少社会においてもバランスのとれた年齢構成が重要 
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(2) 超高齢社会への対応と健康づくり 

 

わが国は、平成 20（2008）年をピークに人口減少社会に突入しており、現在も急速に進

行しています。今後に向けては、後期高齢者人口が令和７（2025）年にピークとなり、そ

こから一旦減少する見込みですが、令和 32（2050）年には団塊ジュニア世代が 75 歳以上

となり再びピークを迎えます。 

高齢者人口は、令和 22（2040）年頃にピークを迎え、その後横ばいで推移する見込みで

すが、令和 32（2050）年には現役世代（生産年齢人口：15-64 歳）が、令和７（2025）年

の約 75％になると推計されています。 

少子高齢社会の進展に伴って、医療や介護費を中心に社会保障に関する給付と負担の間

のアンバランスは一段と強まり、「肩車社会」といわれる「１人の現役世代で１人の高齢

者を支える」という厳しい社会となります。 

また、認知症高齢者の増加、地域や社会を支える人の不足による老老介護、ヤングケア

ラーや孤独死等の問題、そして持続的な社会保障制度への転換など、急速な人口構造の変

化に伴う様々な影響が懸念されています。 

本市の状況は、人口減少とともに少子高齢社会が進み、国勢調査人口ベースでみると、

高齢化率は令和２（2020）年には 30％を超え、その後も増加の一途を辿る見込みとなって

います。 

世界で例のない速度で高齢化が進む中ではあるものの、住み慣れた地域で、元気で楽し

く、豊かに暮らせるよう、高齢者のみならず、全ての市民の健康づくり、病気の予防対策、

地域・社会全体で支え合う体制づくりなどを一層進めていくことが必要です。 

門真市の高齢化率及び年少人口比率 

 

（出典）住民基本台帳(各年 10 月１日現在) 

（注）2025 年以降の推計値は日本の将来推計人口(国立社会保障・人口問題研究所)より 
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本市では、この大きな問題に全庁的に対応するため、人口動態等、さまざまな現状や将

来推計を踏まえ、「高齢化対策」と「少子化対策」の２つに大きく分けたうえで、対応の

方向性を定め、対策を進めています。 
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認知症予防の対策としては、適度な運動を

行うことや、人との関わりを持つことが重要

とされています。より多くの高齢者などが地

域でのイベントなどに積極的に参加できるよ

う支援していきます。 

また、認知症サポーターの養成講座の実施

などの理解促進にむけた取組も引き続き進め

ていきます。 

対策 

01 
地域の活動や適度な 

運動で認知症を予防 

より多くの市民に健(検)診を受診してもら

うため、受診機会の拡充など、受診率向上に

結びつく取組を進めるとともに、健(検)診受

診をはじめとする健康づくりや介護予防に対

するインセンティブを提供する取組を進めて

いきます。 

 

医療・介護費用の抑制 

に向けた仕組みづくり 

市民の健康意識を向上させる一方で、日常

生活における健康の阻害要因を取り除き、健

康への関心が低い人でも、日常生活を送るだ

けで自然と健康になれるような環境づくりが

求められます。バランスの良い食生活をめざ

した、野菜摂取を促す取組などを進めていき

ます。 

 

   自然と健康的な生活を 

送れるような環境整備 

現在行っている就労支援の多くは、高齢者が

対象となっていませんが、社会情勢の変化に伴

いその支援内容を見直し、働く意欲のある高齢

者などがスムーズに就労できるように取り組み

ます。また、やりがいや生きがいなどを目的と

した就労についても支援を行い、就労を通じた

健康づくりを推進します。 

高齢者になった際に地域から孤立しないため

には、現役世代のうちから地域との関わりを持

つことが重要です。その視点から、地域での行

事の内容や開催時間を見直したり、現役世代が

参加したくなるようなきっかけづくりを支援し

ていきます。 

高齢の生活困窮者等 

への就労支援の拡充 

誰もが地域に関われる 

ようなきっかけづくり 

 ざ  す  ま  ち  の  姿 高齢化対策 

健康でいきいきと暮らせるまち 
▶方針 

健康寿命の延伸 

 め 

子育て世代の転出が多い本市において、現

在行っている事業や取組を、子育て世帯や今

後子どもを持とうとしている世帯にきちんと

アピールする必要があります。 

また、子育てに関する相談等の場をワンス

トップで提供できる拠点づくりなど、市民ニ

ーズを踏まえた事業に積極的に取り組み、市

内外への周知を図っていきます。 

 

市の魅力発信による 

子育て世代の転出抑制 

現在、市内各施設でも学習スペースの活用

は可能ですが、建設予定の生涯学習複合施設

などを含め、子どもが利用しやすい学習スペ

ースの確保に向けた取組を進めていきます。 

また、小学校教育とも連携した就学前教育

の推進も含め、子どもにとってより良い学習

環境の整備に取り組みます。 

子どもが学習できる 

環境の整備 

子育て世帯が外出しやすいまちづくりを進

めていくため、子育て世代にも配慮した公共

施設の設計や公園の改修などを推進していき

ます。 

また、公園での親子交流イベントなど、身

近な地域で気軽に参加できる取組も進めてい

きます。 

 

子育て世代に配慮した 

取組の推進 

本市における犯罪率は減少傾向にあります

が、安心して子育てできるまちづくりに向け、

防犯灯のLED化や防犯カメラの設置の促進、ひ

ったくりや窃盗、特殊詐欺などの防犯に関する

市民の意識啓発に引き続き取り組むとともに、

再犯防止に向けた取組を進め、安心して子育て

できる、というイメージの定着を図っていきま

す。 

本市で実施している子育て世代の女性への就

労支援について周知するとともに、ニーズに応

じた適切な支援を提供していきます。 

また、待機児童の解消に向けた取組など、子

育て世代の就労を取り巻く課題の解消に取り組

みます。 

 

安全・安心なまちづくりと 

意識啓発 
子育て世代の就労を 

取り巻く課題の解消 

 ざ  す  ま  ち  の  姿 少子化対策 

安心して子育てできるまち 
▶方針 

子育て世代の応援 

 め 

   

 

対策 

01 

 

対策 

03 

 

 

対策 

02 

 

 

 
対策 

01 
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02 
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(3) まちづくり 

安心・安全に対する意識の高まり 

 

近年、災害の激甚化・頻発化により、甚大な被害が多く発生しています。猛暑や大雨・

短時間強雨などの異常気象によって深刻な気象災害が毎年のように発生し、今後も温暖化

の進行により状況は激化していくと予想されています。また、南海トラフ巨大地震など、

大規模な自然災害の発生が懸念される中、誰一人取り残さないための災害対策が必要です。 

また、高齢者を狙った詐欺行為の増加や子どもを狙った悪質な事件の発生などを背景に、

市民の暮らしを取り巻く安全・安心に対する意識が高まっています。 

令和６（2024）年度市民意識調査において、門真市がどのようなイメージのまちになる

ことを望むかという質問では、43.7％が「安全で安心して住めるまち」と回答し、前回調

査同様、他の選択肢と比較して高くなっており、子どもから高齢者まですべての市民の安

全・安心を守る取組が求められていることから、本市では、意識啓発や防犯灯・防犯カメ

ラの設置促進などの防犯対策、災害への備え、正確な情報発信等に取り組んでいるところ

です。 

災害や犯罪に強いまちづくりをさらに推進するため、市役所や市民、地域、事業者、消

防、警察などが連携し、一体的に防災・防犯対策を進めていくことが求められています。 

 

 

  

安全・安心なまちを望む声 災害への備え、防犯対策を推進 

犯罪認知件数、防犯カメラ設置台数の推移 門真市がどのようなイメージのまちになることを望むか 

まちなみが整った

緑の多いまち

13.4%

若者などが集う

活気あるまち

6.0%

いろいろな施設が

たくさんある
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8.8%安全で安心して

住めるまち

43.7%
歴史や情緒が

感じられる

ロマンのあるまち

1.0%

教育の環境が

整ったまち

4.3%

文化あふれる

にぎわいのあるまち

1.8%

今のままの

まちでよい

2.6%

その他

2.6%

無回答

15.8%

(n=831)
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インフラの老朽化対策 

 

私たちの生活を支える道路や上下水道などのインフラを含めた公共施設は、多くが高度

経済成長期に集中的に整備されたことから、一斉に更新の時期を迎えています。 

これらの維持管理や更新には、莫大なコストがかかることから、今後の人口減少局面に

おいては、公共施設の利用需要の変化等を踏まえ、適正な施設総量にしていく必要があり

ます。 

また、各地で上下水道管の老朽化に伴い道路陥没が発生するなど、老朽化対策の遅れは

重大な事故に直結します。 

本市においても、安全面からの早急な老朽化対策はもちろんのこと、長期的視点をもっ

たサービス提供を実施しつつ、維持し続けられる最適な施設総量に再編するため、令和６

（2024）年３月に門真市公共施設再編計画を策定しました。今後においても、市民が利用

しやすい、利用し続けられる施設への再編、新しい技術の活用による維持管理の効率化、

また耐震化・長寿命化など、様々な対策が求められています。 

  

インフラの老朽化対策に莫大な費用 中長期的な視点で維持管理手法を 
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高度経済成長期に形成された密集市街地 

 

高度経済成長期の急激な人口増に伴い、まちの基盤となる道路等が整わないまま木造共

同住宅が建設され、公園等の公共施設が少ない密集した市街地が形成されました。 

この地域的な特徴は、「狭隘（きょうあい）な（狭い）道路が多い」「緑地面積が少ない」

「景観が悪い」など、市民の暮らしに大きく関っており、本市の様々な課題につながって

います。 

本市では、これまで再整備に取り組み、地震時等に著しく危険な密集市街地を約 74ha

解消しましたが、市内北部には、密集した木造住宅が残っており、現在は老朽化が進むと

ともに、空き家が増えつつあります。 

また、低廉で老朽化した賃貸住宅が多いことが、持ち家比率の低さや、一時的な仮住ま

いの背景の一つになっている可能性があります。 

安全・安心で快適な生活、また、ゆとりとうるおいのある暮らしの実現に向け、更なる

密集市街地の解消や早期の空き家対策など、住環境の改善に向けた取組が必要です。 

 

 

運転手不足による全国的なバス路線の見直しと廃止 

 

運転手不足により、全国的にバス路線の見直しが行われている中、本市においても、民

間バス会社の市内路線やコミュニティバスが廃止されました。高齢者、障がい者、妊産婦

等の移動手段を確保するため、持続可能な公共交通の構築が求められています。 

 

 

 

 

本市のまちの特徴、密集市街地 早期の解消により住環境を改善 

高度経済成長期が始まった昭和 39（1964）年頃は、京阪古川橋駅
周辺に市街地が見られるものの、北部は田園風景が広がる地域で
あった。 

持続可能な公共交通の構築へ 

昭和 46（1971）年の７年間で、田畑のあぜ道が少し拡幅され、びっしりと住

宅が建ち並び、密集市街地が形成されたのが確認できる。 
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持ち家比率 

 
（出典）総務省「国勢調査（令和 2 年）」 
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(4) 子どもを取り巻く状況 

 

令和５（2023）年度に実施した「門真市子どもの生活に関する実態調査」では、本市の

相対的貧困率は 15.5％と、前回調査の 16.4%から 0.9 ポイント改善していますが、引き続

き改善に向けた取組が必要です。 

これらの実態を踏まえ、地域や企業、団体等との連携により子どもたちの日常に寄り添

う居場所づくりや子ども食堂等の支援を進めています。また、「将来の自立を目指して自

分の生き方を見つける子ども」を目指すこども像として「キャリア教育指針」を定め、小・

中学校９年間の中で、将来の自立に向けて必要となる資源や能力を育てるために、キャリ

ア発達を促す教育を実施しています。 

情報化や少子化などの社会の構造、また、核家族化や価値観の多様化など、子どもを取

り巻く環境はさらに複雑化しています。引き続き全ての子ども・若者がひとしく健やかに

成長し、将来にわたって幸せに生活を送ることができる「子ども真ん中社会」の実現をめ

ざし、社会全体で後押しすることが求められます。 

  

経済的に困窮した子どもの割合が高いことが明らかに  

地域が連携して支え合う仕組みづくり 
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本市では、令和３（2021）年度から５（2023）年度にかけて、「学力向上アクションプ

ラン」を実行し、令和５（2023）年度全国学力・学習状況調査において、小学校の国語・

算数、中学校の国語・英語の全国平均正答率対比で過去最高の結果となりました。 

引き続き、ICT 機器などを活用し、令和の日本型学校教育の実現に向けて、子どもたち

の主体的に学びに向かう力や課題を発見・解決する力を育成するために、子ども主体の学

びと探究的な学びを推進する様々な取組を進めていく必要があります。 

10 年間の全国学力・学習状況調査結果によると、小・中学校ともに全国平均を下回る状

況が続いていますが、この間の取組により改善の傾向を見て取ることができます。 

また、少子化による児童・生徒の減少や、小学校での英語、道徳の教科化、プログラミ

ング教育の導入、GIGA スクール構想による学校 ICT 環境の整備など、社会の情勢に合わせ

て、教育を取り巻く状況も変化しています。 

本市の子どもたちの将来の自立に向けて、この先の未来を切り拓く資質・能力を育むこ

とができるように、誰もが安心して学ぶことができる教育環境の充実をさらに進めること

が必要です。 

 

【全国学力・学習状況調査結果・小学校６年生】 

 

【全国学力・学習状況調査結果・中学校３年生】 

 
（注）令和２年度は新型コロナウイルス感染症に係る学校教育への影響を考慮し、実施されていません。 
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学力・学習状況調査は全国平均を下回るものの、改善の傾向に 

より良い教育環境づくりを推進 
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(5) 市民の定住意向 

 

市民の定住意向では、「住み続けたい」と思う人は約 61％であり、前回の調査に比べ減

少しています。また、世代別に見ると、60 歳以上では約７割の人が「住み続けたい」と思

っているのに比べ、20～30 歳代では約 56％となっており、若い世代ほど「住み続けたい」

と思う人の割合は少なくなっています。 

「どの程度地域の魅力を友人におすすめしたいか」については、10 点中「５点」の割合

が最も高く 25.6%であり、無回答者を除く平均は 3.9 点となっています。 

一方で、約 54％の方が、本市への愛着を持っており、引き続き、若い世代が誇りや愛着

を持ち、本市の魅力を様々な媒体を通じて市内外に発信し、市のイメージアップにつなげ

ていく必要があります。 

今後も門真市に住み続けたいと思うか 

 

 
(出典)令和６（2024）年度門真市市民意識調査 
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若い世代では移住意向が高い傾向 まちづくりとともにイメージアップの取組が必要 
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(6) 情報技術の革新と活用 

 

通信インフラの高度化やデジタルサービスの多様化等に伴い、データ流通も進展してい

ます。データを活用した多様なデジタルサービスは、私たちの生活に深く浸透し、Web3

の応用技術やメタバース、生成 AI 等の新たなサービスも注目を集めており、地域活性化、

防災等の様々な社会的・経済的課題解決に貢献すると期待されています。一方で、データ

の安全かつ適正な流通を促進し、データ利活用の恩恵を誰もが享受できる社会の実現に向

けた取組の推進が重要です。 

また、社会のデジタル化は、新型コロナウイルス感染症の流行を契機に、テレワークや

キャッシュレス決済など非接触・非対面のサービスが日常化するとともに、あらゆる分野

においてデジタル技術の社会実装が急速に進みました。 

このような中、国においては、デジタルの力を活用した地方の社会課題の解決を目的と

した「デジタル田園都市国家構想」を掲げ、心豊かなくらし（Well-being）と持続可能な

社会（Sustainability）の実現を目指しています。 

本市においても、「書かない窓口」「行かない窓口」など行政手続きのデジタル化を進め

るとともに、スマートシティへの第１歩として、健康寿命延伸のため、市民自らが健康管

理を行う PHR（パーソナルヘルスレコード）等の地域実装を進めているところであり、今

後も先を見据えた行政運営を行っていくことが求められています。 

 

(7) 脱炭素社会への要請 

 

地球温暖化による気候変動問題に対応するため、世界各国で脱炭素に向けた取り組みが

進められています。国は、令和２（2020）年 10 月に「2050 年カーボンニュートラル宣言」

を表明し、令和 32（2050）年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする脱炭素社会の

実現を目指すことを宣言しました。 

また、「経済と環境の好循環」を生み出すことを目指す「2050 年カーボンニュートラル

に伴うグリーン成長戦略」を策定し、トレードオフの関係と捉えられていた環境保護と経

済成長の両立を図るべく、GX（グリーン・トランスフォーメーション）実現に向けた取組

を社会経済全体で進めていくこととしています。 

本市においても、令和４（2022）年６月に「ゼロカーボンシティ宣言」を行い、令和 32

（2050）年までに温室効果ガスの排出量実質ゼロに向けた取組を進めていくこととしてお

り、公共施設の脱炭素化を目指して太陽光発電設備の設置など再生可能エネルギーの導入

や ZEB 化の推進、地域のカーボンニュートラル推進を目指して市内事業者など多様な主体

とともに環境に配慮した取組を進めていくことが求められます。 

  

超スマート社会をめざす日本 日常生活や制度が抜本的に変化 

脱炭素社会の実現に向け環境に配慮したまちづくりの広まり 
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(8) グローバル化の進展 

 

社会・経済のグローバル化や情報技術の進展に伴い、国境を越えた人やモノの移動が活

発化しているとともに、人々の消費活動や企業の取引の範囲が拡大するのに加え、新たな

ビジネスが期待され、これらを踏まえた産業振興施策が求められています。 

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、国際的な人の往来は大きく落ち込んだものの、

令和５（2023）年から、訪日外客数は、コロナ前を上回っています。 

さらに令和７（2025）年には、大阪・関西万博が開催されるため、大阪の世界での認知

度の向上や発信力が高まることにより、海外からの観光客等が大阪を訪れる機会が増加す

ることが見込まれています。これら海外からの観光客等に、地域の資源や魅力を発信して、

インバウンドによる地域経済の活性化を図っていくことも重要な視点となってきます。 

わが国における外国人労働者数は急速に増加し、令和５（2023）年には、約 205 万人に

及んでいます。 

今後は、少子高齢化による労働力不足への懸念等から、就労を通じた人材育成及び人材

確保を目的とする新たな在留資格として、育成就労の在留資格が創設され外国人労働者の

受入を拡大することが見込まれています。 

本市においても外国籍の市民が増加しており、国際化の進展が予想されるため、互いの

文化的差異を認め合い、地域社会の構成員として共に生きていく「多文化共生社会」の実

現が求められています。 

外国人労働者の推移 

 
（出典）厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況」 
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(9) 誰もが活躍できる社会の実現 

 

少子高齢化とともに、「人生 100 年時代」とも称されるように、医療の発展等に伴う長

寿命化により、人々の人生設計・ライフスタイルにも大きな変化がもたらされています。 

このような中、国では、子育て・教育・社会保障等、新たな社会経済システム作りに向

け、性別や年齢、障がいや病気の有無にかかわらず、誰もが活躍できる社会の実現を掲げ

ています。 

働く人それぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革

を進め、長時間労働の是正、育児休暇の取得促進、雇用形態にかかわらない公正な待遇確

保などワークライフバランスを促進し、年齢にかかわりなく学び直しを行い、多様な個人

の能力が発揮できる環境整備が推進されています。 

また、これに関連して「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」や「障害を

理由とする差別の解消の推進に関する法律」が施行され、「育児・介護休業法」、「子ども・

子育て支援法」の改正が行われるなど、性別や障がいの有無、子育てや介護といった生活

状況にかかわらず誰もが活躍できる社会の実現に向けた法整備も徐々に進められていま

す。 

本市が令和５（2023）年度に実施した「門真市ものづくり産業振興計画策定に向けたア

ンケート調査」では、「人材の確保・育成」が経営上の最大の課題となっており、また、

市民のまちづくりへの参加意向も高くないため、地域の活性化の観点からも、市民誰もが

様々な場面で活躍できるよう取組を進めていくことが求められています。 

  

誰もが活躍できる社会の実現に向けた取組の推進 

多様な働き方を可能とするシステム作り 
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(10) 地域コミュニティづくりと協働・共創の推進 

 

核家族化や少子高齢化、ライフスタイルの多様化が進行しているなか、新型コロナウイ

ルス感染症の感染拡大の影響もあり、地域の担い手不足に加えて、人と人とのつながりが

ますます希薄化しており、防犯、防災、子育て、介護などにおける地域の支え合い・助け

合いの機能が低下することが懸念され、地域コミュニティの維持や活性化が重要となって

います。 

一方で、成熟社会を迎える中で、地域社会における様々な分野で活動の場を拡げたり、

市役所と協働でまちづくりや地域づくりを進めたりするなど住民のまちづくりへの参画

意識が高まっており、新たな住民自治の仕組み作りが進んでいます。 

また、地域コミュニティづくりの担い手不足という課題に対して、本市にルーツがある

方やふるさと納税の寄附者などの「関係人口」と呼ばれる地域外の人材が地域づくりの担

い手となることが期待されており、「関係人口」の創出・拡大に取り組む必要があります。 

本市においても門真市自治基本条例を制定し、市民との協働による取組に加えて、門真

市公民連携デスクを設置し、地域企業等の民間事業者との共創によるまちづくりを推進し

てきました。今後においても、協働・共創の推進による地域の活性化が求められています。 

  

地域における人と人とのつながりが希薄化 

市民と協働のまちづくりの推進に加えて民間事業者との共創を推進 
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(11) 財政状況 

 

平成 16（2004）年から平成 18（2006）年に、「三位一体改革」として、「国庫補助及び

負担金改革」、「税源移譲」、「地方交付税改革」が行われ、いわゆる「地方財政ショック」

として、行財政運営に厳しい影響を与えました。 

地方分権が進んだ「平成」の時代が幕を閉じ、地方分権は新たなステージへと進む中、

市役所には「発意」と「多様性」が求められています。 

このような中、平成 30（2018）年６月に国において策定された「新経済・財政再生計画」

では、令和７（2025）年度までに国・地方を合わせたプライマリーバランスの黒字化をめ

ざす財政健全化目標が定められました。 

加えて、近年では、感染症の流行、海外景気の下振れリスク、物価高騰、金融市場の変

動等の影響に十分注意する必要があり、また、記録的な豪雨や台風、地震など大規模な自

然災害への対策についても急務となっています。 

こうした社会情勢の変化に的確に適応しつつ、市民の安全・安心を守り、安定した住民

サービスを提供するという、基礎自治体としての役割を十分発揮していくためには、弾力

的な財政基盤を構築する必要があります。 

 

 

本市の財政は、平成 28（2016）年度以降、急激な人口減少の影響による一般財源収入の

激減を財政調整基金の取り崩しにより対応してきたことで、基金残高は減少し、事業実施

に必要な財源の不足や資金繰りの悪化が懸念される状況が続いていました。 

この課題を乗り越えるべく、平成 31（2019）年４月に「門真市健全な財政に関する条例」

を制定するとともに、「財政調整基金を繰り入れない収支均衡予算」の実現をはじめとし

た収支改善を継続的に実施してきました。 

その結果、経常収支比率は、令和４（2022）年度決算において 97.8%となり、２年連続

で 100％を下回りましたが、類似団体比で 5.1 ポイント高く、依然として財政構造が硬直

化した状況にあります。 

また、財政調整基金は、災害等の不測の事態への備えとして、標準財政規模の 15％を目

標保有額としており、令和４（2022）年度末時点で、目標額 42 億 1,504 万円に対して、

残高は 27億 8,486 万円であります。 

こうした本市の財政状況を踏まえ、市税等の歳入確保とともに、事務事業の見直し等に

よる「財政調整基金を繰り入れない収支均衡予算」を継続し、「まちの成長」と「財政の

健全化」を両立し得る財政基盤の構築に努める必要があります。 

  

財政を取り巻く国の動向 財政健全化目標の設定 

「まちの成長」と「財政基盤の構築へ」 
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市税や普通交付税など毎年経常的に収入され、市が自由に使えるお金のうち何パーセン

トが、毎年支出することが避けられない経常的な経費（主に人件費、扶助費、公債費など

義務的な経費）に充てられているかを示したもの。 

 

１００％超 

経常的な支出が経常的な収入を上回っているため、不足分を基金の繰入などの臨時的な

収入で補っている状態。 

１００％ 

経常的な支出と経常的な収入が均衡している状態。市独自の取組、施策などの政策的な

支出には、臨時的な収入を充てなければならない。 

１００％未満 

経常的な収入が経常的な支出を上回っている状態。経常的な収入の余剰分を政策的な支

出に充てることができる。 

経常収支比率とは 
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本市の経常収支比率の推移 

経常収支比率は、令和４（2022）年度決算において 97.8%と、類似団体と比較しても 5.1

ポイント高く、財政構造が硬直化した状況となっています。 

経常収支比率の推移 

 
※類似団体：同程度の規模のグループ中で財政状況等を比較するために、人口と産業構造の２要素の組み合わせによっ

て団体を分別したもの 

（出典）総務省「地方財政状況調査関係資料」 

 

本市の経常収支比率が高い要因 

歳出の性質ごとでみると、扶助費が類似団体平均を大きく上回っており、次いで、物件

費となっています。 

 
（出典）総務省「地方財政状況調査関係資料」 
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財政調整基金残高の推移 

市の自由に使える貯金にあたる財政調整基金は、過去と比較すると減少し、横ばいにな

っています。 

緊急時の備えとして、一定額を確保することが重要です。 

財政調整基金残高の推移 

 

（出典）総務省「地方財政状況調査関係資料」 
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Ｔｏｐｉｃｓ 

ＳＤＧｓ 
(持続可能な開発目標)について 

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）は平成 27（2015）年９月開催の国連サミットにお

いて採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」の中心的な考え方であり、

発展途上国だけでなく先進国も取り組むべき令和 12（2030）年にむけた 17 のゴール及

び 169 のターゲットからなる人類及び地球の持続可能な開発のために達成すべき課題

とその具体的な目標を示したものです。国においても、ＳＤＧｓの実施に最大限取り

組む旨を表明しており、国内実施と国際協力の両面で率先して取り組むため、関係省

庁が連携しＳＤＧｓ推進本部会合を設置し、実施方針が決定されています。 

 

ＳＤＧｓ推進本部会合及び実施指針の中では、ＳＤＧｓを全国的に実施するために

は、地方自治体や地域組織などがＳＤＧｓ実施における不可欠な主体となることから、

パートナーと位置づけられるなど、地方自治体へも大きな期待が寄せられています。 

 

また、ＳＤＧｓの考え方は、地方自治体が担う住民の福祉の増進に深くかかわるも

のであるため、本市においても、ＳＤＧｓの要素を最大限反映しながら取組を推進し

ていきます。 

なお、本計画の基本計画では、施策ごとに関連するゴールのアイコンを表示し、Ｓ

ＤＧｓの取組として位置付けています。 
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大阪・関西万博の開催 

「万博」は世界中からたくさんの人やモノが集まるイベントで、地球規模のさまざ

まな課題に取り組むために、世界各地から英知が集まる場です。 

 

令和７（2025）年に開催される大阪・関西万博は、テーマである「いのち輝く未来

社会のデザイン」を実現し、ＳＤＧｓの達成に貢献するため、多様な参加者が主体と

なり、理想としたい未来社会を共に創りあげていくことをめざす取り組み「TEAM EXPO 

2025」プログラムを進めています。 

 

本市においても、万博を契機として、多様な分野で企業や団体との協働・共創を推

進し、人情味あふれる笑いのたえないまちをめざしていきます。 

（資料）大阪・関西万博ホームページ 
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２. まちの将来展望とまちづくりの方向性 

(1) 人口の将来展望 

 

本市の将来人口の見通しとして、平成 27（2015）年 10 月に策定しました「門真市人口

ビジョン（以下、「人口ビジョン」という。）」の将来展望について、令和２（2020）年実

施の国勢調査の結果や本市における今後の住宅開発の影響を反映し、時点修正を行いまし

た。 

時点修正にあたっては国勢調査の結果をベースに、人口ビジョンにおいて取り入れた考

え方（合計特殊出生率の上昇）を引き継いで推計を行いました。 

推計では、起点を令和７（2025）年とし、「合計特殊出生率」は人口ビジョンと同様の

上昇幅としています。 

この結果、将来人口の展望は、本計画の最終年度となる令和 12（2030）年に約 10 万８

千人、人口ビジョンの最終年度となる令和 32（2050）年に約８万４千人となります。 

このように、本市の人口の将来展望は、減少傾向となりますが、地域の活力やにぎわい

を維持していくため、門真の立地環境や産業構造、また、昼間人口比率が 100％を超え、

近隣市と比較して高いといった地域の特徴を活かした快適な住まい環境整備を推進する

ことにより、本市への定住促進を図ります。 

さらには、本計画期間には、市域の至る所で住宅整備を含むまちづくりの進展が見込ま

れるとともに、グローバル化の一層の進展や外国人労働者の増加などにより、本市への新

たな人の流入も見込まれることから、令和 12（2030）年度には、「人口ビジョンの将来展

望（時点修正）」を超える水準をめざします。 

一方では、買い物やレジャーなどで門真を訪れる交流人口、仕事や出身地など、何らか

の形で門真と関わりを持つ関係人口など、人口の新たな捉え方も注目されており、これら

の視点にも着目していくことが重要となっています。 

  

門真市の人口を展望すると・・・ 

2030 年に約 10 万８千人 2040 年に約９万６千人 
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昼間人口比率 

 
（出典）総務省「国勢調査（令和２年）」 

 
（注１）平成 27（2015）年、令和２（2020）年は国勢調査に基づく実績値 

（注２）人口ビジョンの時点修正（6 時総計策定時）の 2020 年は推計値 
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(2) まちの将来像 

将来を展望したまちづくりを進めていくためには本市のおかれた現状や、新しいまちづ

くりに対する市民の期待などを踏まえつつ、まちの将来像を描いていくことが重要です。 

市民会議では、「市民の期待する将来のまちの姿」として、こんなまちになってほしい

との様々な意見があげられました。市民がこれからの門真に期待するイメージは、次のよ

うなものです。 

 

● 子どもや若者、高齢者までどんな世代も、一人ひとりを尊重し、分け隔てなくつな

がる。  

● みんなが生涯の生活の発展を通して学び働きながら活躍できる。 

● 誇りと愛着を持ち、明るい未来へ向けて夢を語れる。 

 

この観点を踏まえ、本市のめざすまちの将来像を「人情味あふれる笑いのたえないまち 

門真」とし、市民みんながこれを共有し、まちづくりに取り組むこととします。 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 市民会議で出された期待する将来のまちの姿 

◇ 若者が活躍し産業・人がうるおうまち 

◇ 教育と若者で支え合う安全なまち 

◇ ぼくもわたしもお兄ちゃんもお姉ちゃんも明るく笑い声のたえない高齢者も 

住み良い、現役世代も元気に働いて安定した年金をもらえるまち 

◇ 未来をたくす子どもが夢をもてるまち・門真 

◇ 大切にしたいのは“こころ”世界にひとつだけのまち“かどま” 

◇ みんなが手をつなぎ未来を語れるまち門真 
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(3) まちづくりの方向性 

 

 

 

 

 

 

高度経済成長期の短期間での人口急増により、本市は人口構造の変化が早く見られ、今

後も少子高齢化が一層進むものと予測されます。 

これらの対策として様々な角度から取り組む必要がありますが、特に、若い世代・子育

て世代の定住促進によりバランスの取れた年齢構成を実現するとともに、年を重ねてもい

きいきと活躍できるよう、こころと身体の健康を維持し、健康寿命の延伸に取り組まなけ

ればなりません。 

 

また、子どもを取り巻く現状や教育、まちづくりなど、本市には様々な課題があります

が、これらは１つの対策により一朝一夕に全てを解決できるわけではありません。 

本市の置かれた現状と課題を的確に把握し、地域の様々な主体が連携し、１つひとつ着

実に改善につなげていく先に、市民みんなが暮らしやすいまちが実現できるものと考えま

す。 

 

 

本計画期間となる令和 11（2029）年度までの間には、古川橋駅、門真市駅などの市内駅

周辺、本市中心部に残る市街化調整区域、市営門真住宅建替え後の跡地活用など、市域の

至るところで大規模なまちづくりや住宅の整備が見込まれます。 

また、大阪モノレールの延伸や阪神高速淀川左岸線の延伸に向けて整備が進められてお

り、更なる交通利便性の向上が期待され、本市の住環境は大きく変化していきます。 

  

少子高齢社会の進展により、本市の人口構造は大きく変化 

本市周辺を取り巻くまちの状況が大きく変化 

快適な住まい環境づくりのチャンスに 

本市を取り巻く住環境が大きく変化 

計画期間の 10年間は、大きな変化を伴う時代 

 

 36  門真も36変わるチャ

現状と課題に向き合い、 

一つひとつ着実に改善につなげることが重要 
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一方では、広域的な視点からは、大阪府のまちづくりや政策の動向などにより、本市を

取り巻く環境は大きく影響を受けることになります。 

大阪府では、東西二極の一極を担う社会経済構造の構築に向けて、都市としての経済機

能の強化や定住魅力・都市魅力の強化を図り、国内外から人・モノ・情報の集積するまち

づくりを進めています。 

大阪・関西万博やインバウンドへの対応、外国人労働者増加などによって、大阪周辺地

域の人の流れもまた変化してきます。 

 

これら本市を取り巻く状況は、まちの発展にとって大きな可能性を秘めており、本市の

将来を展望する上で、大阪全体の潮流や方向性を見定めながら、広域的な視点も持ちつつ、

快適な住まい環境づくりを進めます。 

  

大阪周辺の人の流れが大きく変化 
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まちづくりの方向性 
本市を取り巻く状況の変化を踏まえ、 

次のとおり、まちづくりの方向性を定めます。 

働きながら、子育てしながら 

暮らしやすい 

便利で快適な職住近接の「まち」に 

子どもを真ん中に 

地域みんながつながる 

健康で幸せな地域共生の「まち」に 

本市を取り巻く状況は、本市の発展にとって大

きな可能性を秘めています。 

市域全域の再整備の機会をチャンスと捉え、良

質な住宅供給を誘導できるまちづくりを進めると

ともに、平坦な本市の地理的特徴を活かしたバリ

アフリーのまちづくりや災害・犯罪への対策など

により、安全・安心で快適に暮らせる住まい環境

づくりを進めます。 

また、ものづくり企業をはじめとした市内産業

の振興や交通利便性を活かした新たな企業立地の

可能性など、身近で働ける場の創出を図るととも

に、文化芸術の推進を図り、働く場、地域での学

びの場、人が交流する場が市域に集約され、賑わ 

いと活気ある職住近接の「まち」をめざします。 

 

安心して出産・子育てができる環境を充実す

ることで、子どもが元気で健やかに育ち、子ど

もをきっかけに家族や地域など、世代を超えて

つながっていく、こうした子どもを真ん中にみ

んながつながる地域づくりを進めます。 

特に、門真の未来を、そして一層グローバル

化の進む時代を担う子どもたちが、学力や体力

を身に付け、心豊かにたくましく生きていくた

めの教養を培う環境づくりを大事にします。 

また、超高齢社会というかつてない時代を乗

り越えていくため、市民の健康づくりを進め、

子どもや若い世代、高齢者、障がい者、外国籍

の市民などみんなが健康長寿で幸せに暮らせ

る地域共生の「まち」をめざします。 

まちづくりの方向性 イメージ 
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３. まちづくりの基本目標 

まちの将来像の実現をめざして、まちづくりの基本目標を次のとおり掲げ具体的な施策

の展開を図ることとします。 

 

  

出産・子育てがしやすく、 

子どもがたくましく育つまちの実現 
 

地域の中で活き活きと、 

健康で幸せに暮らせるまちの実現 

安全・安心で 

快適な住まいと環境のあるまちの実現 

妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援により、安心して出産・子育てがで

きる環境を作ることをめざします。また、少子化に伴う児童の減少による教育環境

の変化に対応し、門真の将来を担う子どもたちが多様な経験を積み、個性や能力を

開花させながら、コミュニケーション能力と、グローバルな視点を持って、たくま

しく育つまちをめざします。 

地域福祉を支える担い手の確保及び育成、交流や見守り活動、支援の場など、様々

なネットワークの構築を推進し、地域の中で支え合える環境をつくることをめざし

ます。また、市民の健康づくりや地域で活躍できる機会の充実を図り、子どもや若

い世代、高齢者、障がい者など、みんなが健康で幸せに暮らせるまちをめざします。 

誰もが活躍できる 
賑わいと活気あるまちの実現 

老朽化する公共施設等をはじめとするまちの基盤の再整備や密集市街地解消を推

進し、充実した都市機能と良好で快適な住まいと環境をつくることをめざします。

また、増加する空き家に係る対策や防犯体制の強化、地震等の自然災害への危機管

理体制の強化を図り、犯罪や災害に強い安全・安心なまちをめざします。

産業の振興・雇用創出を図り、働く場が身近にありワークライフバランスを実現

できる職住近接の環境をつくることをめざします。また、高齢化が進む中、市内の

文化資源を生かしつつ文化芸術の振興・推進を図り、地域での学びの場や人が交流

する場を創出し、人の温かさや利便性の高い交通網など本市の強みを最大限に活か

すことで、活力と賑わいのあるまちをめざします。 

目標 

１ 

目標 

２ 

目標 

３ 

目標 

４ 
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本市のめざす将来のまちの姿を実現し、本市が持続可能なまちとして発展していくため

には、市民が主体となったまちづくりを進めることが重要です。 

また、市役所は常に市民目線に立ち、目まぐるしく変化する社会情勢と多様化する市民

ニーズを的確に捉えるとともに、計画的で効率的な行財政運営に努めることが求められま

す。 

市民、市役所が一緒になって誇りと愛着をもてる新たな門真のまちづくりを進めるため、

次のような視点に立ち、本計画を推進することとします。 

 

 

本市では、市役所のみならず、市民、議会など多様な主体が、地域の課題を共有し、果

たすべき役割を自覚し、お互いに補完しながら、「協働」によるまちづくりに取り組んで

きました。 

今後は、これまでの「協働」を基本としつつ、民間事業者を含めた、多様な主体が対話

により連携し、それぞれの知恵とノウハウを結集して、新たなまちの魅力や価値を共に創

りあげていく「協働・共創」のまちづくりを推進します。 

 

 

少子高齢社会の進展による生産年齢人口の減少により、市税収入等の自主財源の大幅な

増収は見込めず、歳入環境はより厳しさを増すと予測しています。 

厳しい財政状況に直面する中ではありますが、決して緊縮的になるのではなく、様々な

課題を解決していくための積極的な投資を行い、まちを成長させていかなければなりませ

ん。 

また、自然災害、公共施設の老朽化対策及び社会保障費用の増大への備えも重要である

ため、基金の十分な確保も必要となります。 

そのためには、何より財源が必要であるため、今後は、「財政調整基金を繰り入れない

収支均衡予算」を実現、維持し、透明性の高い、エビデンスに基づいた財政運営を行うこ

とで、地域において真に必要な住民サービスの選択と集中に努めるとともに、本市が誇り

と愛着の持てる、魅力あるまちとなるよう、「まちの成長」と「財政の健全化」が両立し

うる財政基盤の構築をめざします。 

本計画の推進にあたっての視点 

①「協働・共創」によるまちづくり 

②「まちの成長」と「財政の健全化」が両立する計画的な財政運営 


